
規 則

�愛媛県規則第３８号
と畜場法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

と畜場法施行細則の一部を改正する規則

と畜場法施行細則（昭和２９年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ と畜場法施行細則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…４１６

○ 愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………（ 〃 ）…４１７

告 示

○ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条第１項及び第５項並びに第７条第１項から第３項までの規定による公衆の閲

覧に供する方法の一部改正………………………………………………………………………………………………………………（行革分権課行政管理室）…４１７

○ 指定自立支援医療機関の指定………………………………………………………………………………………………………………………（障がい福祉課）…４１８

○ 指定自立支援医療機関の辞退………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４１８

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局地域福祉課）…４１８

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４１８

○ 指定介護予防サービス事業の廃止………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４１８

○ 指定介護療養型医療施設の指定の辞退…………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４１９

○ 土地改良区の定款変更の認可（１１件）…………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…４１９

○ 土地改良区役員の就退任の届出（３件）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４１９

○ 介護医療院の開設の許可 ………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局地域福祉課）…４２０

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４２０

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４２０

○ 土地改良区の定款変更の認可（２件）……………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…４２１

○ 道路の区域変更（県道興居島循環線）………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…４２１

○ 道路の区域変更（県道興居島循環線）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４２１

訓 令

○ 愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令……………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…４２１

公安委員会規則

○ 愛媛県迷惑行為防止条例施行規則…………………………………………………………………………………………………………（警察本部生活環境課）…４２４

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…４３１

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４３１

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４３１

改 正 後 改 正 前

（公衆衛生上必要な措置）

第６条 と畜場の設置者又は管理者は、公衆衛生上必要な措置とし

て、法第６条第２項の規定により定めるもののほか、次に掲げる

措置を遵守しなければならない。

�～� 省略

第７条 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者は、公衆衛

（公衆衛生上必要な措置）

第６条 法第６条の規定による 公衆衛生上必要な措置は、

次のとおりとする

。

�～� 省略

第７条 法第９条の規定による 公衆衛
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告 示

附 則

この規則は、令和２年６月１日から施行する。

�愛媛県規則第３９号
愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成１３年愛媛県規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和２年６月１日から施行する。

�愛媛県告示第５９５号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条第１項及び第５項並びに第７条第１項から第３項までの規定による公

衆の閲覧に供する方法（平成１３年４月愛媛県告示第８６６号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和２年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

生上必要な措置として、法第９条第２項の規定により定めるもの

のほか、次に掲げる措置を遵守しなければならない。

�～� 省略

生上必要な措置は、次のとおりとする

。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１３号（第１８条関係） 動物愛護管理員の証

（表） 省略

（裏）

様式第１３号（第１８条関係） 動物愛護管理員の証

（表） 省略

（裏）

省略

（動物愛護管理員）

第２０条 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３７条の３第１項 の規定に基づ

き、

動物

の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管

理員を置く。

省略

省略

（動物愛護管理員）

第２０条 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号。以下「法」という。）第３４条第１項の規定に基づ

き、法第２４条第１項（法第２４条の４において読み替えて準

用する場合を含む。）又は法第３３条第１項の規定による立

入検査、前条第１項の規定による立入調査等その他の動物

の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管

理員を置く。

省略

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ インターネットのアドレス

� 県のホームページ

https://www.pref .ehime. jp/

� 入札情報公開システム

https://www.pref .ehime. jp/e60100/e-bid-nyuusatsu/index

.html

１・２ 省略

３ インターネットのアドレス

� 県のホームページ

http://www.pref .ehime. jp/

� 入札情報公開システム

http://www.pref .ehime. jp/h40180/e-bid-nyuusatsu/index.

html

愛 媛 県 報令和２年５月２９日 第１０９号
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�愛媛県告示第５９７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づき、次のとおり指定

自立支援医療機関の辞退の申出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５９６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和２年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５９８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第５９９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第６００号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

すずね薬局 大洲市徳森２２６４－１１ 有限会社ケンシンファーマシー 薬局（育成医療・
更生医療）

令和２年
５月１日

名 称 辞退年月日

社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院
（心臓脈管外科に関する医療） 令和２年４月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社クニタ商事 ヘルパーステーションあさひ 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目１１番８
号 令和２年３月２０日 訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人ふたば会 デイサービスセンターふたば荘 愛媛県新居浜市船木９５９番地３ 令和２年３月３１日 通所介護

株式会社 ジェイコム 熟年コミュニティせとうち 愛媛県西条市氷見丙４４４番地１ 令和２年３月３１日 短期入所生活介護

社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会 共楽園 愛媛県四国中央市寒川町１７９２番地２ 令和２年３月３１日 短期入所生活介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社 ジェイコム 熟年コミュニティせとうち 愛媛県西条市氷見丙４４４番地１ 令和２年３月３１日 介護予防短期入所
生活介護

愛 媛 県 報令和２年５月２９日 第１０９号
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�愛媛県告示第６０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市古川乙土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市飯岡土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市禎瑞土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市上泉川土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市下泉土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市金子土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市大町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市周布土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市国安土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市庄内土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市吉岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

就 任

�愛媛県告示第６０１号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞

退する旨の届出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人弘仁会 共立病院 愛媛県西条市三津屋南９番１０ 令和２年３月３１日 介護療養型医療施
設

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 越 智 健 次 西条市安用甲３０３番地

愛 媛 県 報令和２年５月２９日 第１０９号
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退 任

�������
�愛媛県告示第６１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市壬生川土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

令和２年５月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

退 任

�愛媛県告示第６１６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の規定により、次のとおり介護医療院の開設を許可した。

令和２年５月２９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第６１７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和２年５月２９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第６１８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和２年５月２９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 桑 村 英 明 西条市安用９４５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 哲 彰 新居浜市政枝町一丁目１０番２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 木 忠 夫 新居浜市河内町２番３２号

〃 加 藤 武 雄 新居浜市政枝町一丁目６番１６号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 村 光 良 西条市壬生川６４５番地

介 護 医 療 院 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

介 護 医 療 院
許可年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人 みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック 上浮穴郡�万高原町上黒岩２９２０番地 令和２年４月１日 介護医療院

医療法人 順風会 介護医療院八倉 伊予郡砥部町重光２７５番地１ 令和２年４月１日 介護医療院

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人 みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック 上浮穴郡�万高原町上黒岩２９２０番地 令和２年４月１日 通所リハビリテー
ション

医療法人 みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック 上浮穴郡�万高原町上黒岩２９２０番地 令和２年４月１日 短期入所療養介護

医療法人 順風会 介護医療院八倉 伊予郡砥部町重光２７５番地１ 令和２年４月１日 通所リハビリテー
ション

医療法人 順風会 介護医療院八倉 伊予郡砥部町重光２７５番地１ 令和２年４月１日 短期入所療養介護
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訓 令
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�愛媛県告示第６１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

石手川北部土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�������
�愛媛県告示第６２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市西長戸町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月２９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第６２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１１号
保 健 福 祉 部

地 方 局

保 健 所

動物愛護センター

愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人 みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック 上浮穴郡�万高原町上黒岩２９２０番地 令和２年４月１日 介護予防通所リハ
ビリテーション

医療法人 みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック 上浮穴郡�万高原町上黒岩２９２０番地 令和２年４月１日 介護予防短期入所
療養介護

医療法人 順風会 介護医療院八倉 伊予郡砥部町重光２７５番地１ 令和２年４月１日 介護予防通所リハ
ビリテーション

医療法人 順風会 介護医療院八倉 伊予郡砥部町重光２７５番地１ 令和２年４月１日 介護予防短期入所
療養介護

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 興居島循環線 松山市泊町甲１０４番１

旧 ６．８～７．５ ０．００７

新 ７．３～８．９ ０．００７

〃 〃 松山市泊町甲１０７番

旧 ４．５～６．０ ０．０３２

新 ４．５～６．２ ０．０３２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 興居島循環線
松山市泊町１２４０番２地先から

同町１２３９番３地先まで

旧 ５．２～５．７
５．４～１３．０

０．０５４
０．０６４

新 ５．２～５．７ ０．０５４
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令和２年５月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（所長の専決事項）

第５条 所長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ地方

局長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 動物の愛護及び管理に関する法律第２４条第１項（同法第２４条

の４第１項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者に対する報

告の徴収及び立入検査に関すること。

�～� 省略

２ 省略

（所長の専決事項）

第５条 所長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ地方

局長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 動物の愛護及び管理に関する法律第２４条第１項（同法第２４条

の４ において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者に対する報

告の徴収及び立入検査に関すること。

�～� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

生

活

衛

生

課

１～１３

省略

生

活

衛

生

課

１～１３

省略

１４ 動物

の愛護

及び管

理に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 身分証明書の交付（第２４条第

２項、第２４条の４第１項、第３３

条第２項）

○ １４ 動物

の愛護

及び管

理に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 身分証明書の交付（第２４条第

２項 、第３３

条第２項）

○

１５ 省略 １５ 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略
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（愛媛県動物愛護センター処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県動物愛護センター処務規程（平成１４年愛媛県訓令第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の３２ 省略

� 動物の愛護及び管理に関する法律第２４条第２項（同法第２４条

の４第１項及び第３３条第２項において準用する場合を含む。）

の規定に基づく身分証明書の交付に関すること（保健所に属す

る職員に交付する場合に係るものに限る。）。

�～�１０１ 省略

４・５ 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の３２ 省略

� 動物の愛護及び管理に関する法律第２４条第２項（同法

第３３条第２項において準用する場合を含む。）

の規定に基づく身分証明書の交付に関すること

。

�～�１０１ 省略

４・５ 省略

改 正 後 改 正 前

（事務の委任）

第３条 所長に委任する事務（松山市の区域における第１号から第

１３号まで、第１５号から第１９号まで、第２２号から第２９号まで及び第

３３号から第３８号まで（第３３号から第３６号までについては、特定動

物に関する部分に限る。）に掲げる事務を含む。）は、次のとお

りとする。

�～� 省略

� 法第１６条第１項（法第２４条の４第１項において準用する場合

を含む。）の規定による第一種動物取扱業及び第二種動物取扱

業の廃業等の届出を受理すること。

�・	 省略


 法第２１条の５第２項の規定による動物販売業者等が取り扱う

動物に関する届出を受理すること。

� 法第２２条第３項 の規定による動物取扱責任者研修を行う

こと。

� 法第２２条の６ の規定による犬猫等の検案書等の提出命

令をすること。

 法第２３条（同条第１項、第３項及び第４項の規定を法第２４条

の４第１項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者に対する動

物の管理の方法等の改善勧告、勧告に従わない旨の公表及び措

置命令をすること。

� 法第２４条の２第１項から第３項までの規定による第一種動物

取扱業者であった者に対する勧告、措置命令、報告の徴収及び

立入検査をすること。

� 法第２４条の２の２の規定による第二種動物取扱業の届出を受

理すること。

� 省略

� 法第２５条の規定による周辺の生活環境の保全等に係る必要な

指導、助言、措置の勧告、措置命令、報告の徴収及び立入検査

等をすること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（事務の委任）

第３条 所長に委任する事務（松山市の区域における第１号から第

１２号まで、第１４号から第１８号まで、第２１号から第２８号まで及び第

３２号から第３７号まで（第３２号から第３５号までについては、特定動

物に関する部分に限る。）に掲げる事務を含む。）は、次のとお

りとする。

�～� 省略

� 法第１６条第１項（法第２４条の４ において準用する場合

を含む。）の規定による第一種動物取扱業及び第二種動物取扱

業の廃業等の届出を受理すること。

�・	 省略


 法第２２条第３項 の規定による動物取扱責任者研修を行う

こと。

� 法第２２条の６第２項の規定による犬猫等の個体に関する届出

を受理すること。

� 法第２２条の６第３項の規定による犬猫等の検案書等の提出命

令をすること。

 法第２３条（同条第１項及び第３項 の規定を法第２４条

の４ において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者に対する動

物の管理の方法等の改善勧告 及び措

置命令をすること。

� 法第２４条の２ の規定による第二種動物取扱業の届出を受

理すること。

� 省略

� 法第２５条の規定による周辺の生活環境の保全等に係る必要な

措置の勧告及び措置命令

等をすること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略
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公安委員会規則

附 則

この訓令は、令和２年６月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第６号
愛媛県迷惑行為防止条例施行規則を次のように定める。

令和２年５月２９日

愛媛県公安委員会委員長 曽我部 謙 一

愛媛県迷惑行為防止条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県迷惑行為防止条例（昭和３８年愛媛県条例第３５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（客引き等に係る客待ち行為の禁止地域）

第２条 条例第８条第５項の規制を行う必要性が高いと認められる地域として公安委員会が定める地域は、別表に掲げる地域とする。

（指示）

第３条 条例第１３条に規定する不当な客引行為等の再発を防止するために公安委員会が行う指示は、指示書（様式第１号）を交付して行う

ものとする。

（事業の停止）

第４条 条例第１４条に規定する事業者等に対しての事業の全部又は一部を停止する命令は、事業停止命令書（様式第２号）を交付して行う

ものとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省令第１３条第１１号の規定による管轄区域外の特定動物飼養者

からの特定動物の飼養又は保管に係る通知を受理すること。

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（専決事項）

第４条 所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 法第２４条第１項（法第２４条の４第１項において読み替えて準

用する場合を含む。）の規定による第一種動物取扱業者及び第

二種動物取扱業者に対する報告の徴収及び立入検査をするこ

と。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省令第１３条第１０号の規定による管轄区域外の特定動物飼養者

からの特定動物の飼養又は保管に係る通知を受理すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（専決事項）

第４条 所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 法第２４条第１項（法第２４条の４ において読み替えて準

用する場合を含む。）の規定による第一種動物取扱業者及び第

二種動物取扱業者に対する報告の徴収及び立入検査をするこ

と。

�～� 省略
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（書類の交付）

第５条 前２条の規定により交付する書類は、警察職員が、その交付を受けるべき者の住所又は居所において、その交付を受けるべき者に、

受領確認書（様式第３号）と引き換えに交付を行うものとする。ただしその者に異論がない場合は、その他の場所で交付することができ

る。

２ 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

� 交付すべき場所において書類の交付を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で交付を受けた書

類を事業者に引き継ぐことができるものに受領確認書と引換えにその書類を交付すること。

� 書類の交付を受けるべき者又は前号に規定する交付を受けた書類を事業者に引き継ぐことができるものが正当な理由なく書類の受

領を拒んだ場合 交付すべき場所にその書類を差し置くこと。

３ 公安委員会は、前２項の規定により書類を交付した場合は、その書類の名称、その交付を受けるべき者の氏名、その書類を交付し、又

は差し置いた場所及び年月日並びに交付の方法を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。

（聴聞及び弁明の機会の付与）

第６条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第２６号）の

規定を準用する。

（委任）

第７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

附 則

この規則は、令和２年６月１日から施行する。

別表（第２条関係）

市名 区域

松山市 一番町一丁目（１番地から１１番地までに限る。）、一番町二丁目（１番地から５番地までに限る。）、一番町三丁目（１番地及び

２番地に限る。）、二番町一丁目、二番町二丁目、二番町三丁目、三番町一丁目、三番町二丁目、三番町三丁目、千舟町一丁目

（２番地から６番地までに限る。）、大街道一丁目（４番地から６番地までに限る。）、大街道二丁目、勝山町一丁目（２番地か

ら５番地まで、８番地から１１番地まで、１４番地、１５番地及び１８番地に限る。）、千舟町二丁目（５番地から８番地までに限る。）、

千舟町三丁目（３番地から５番地までに限る。）、道後鷺谷町、道後多幸町、道後湯月町、道後湯之町
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様式第１号（第３条関係）

（表）
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（裏）
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様式第２号（第４条関係）

（表）
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（裏）
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様式第３号（第５条関係）
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選挙管理委員会告示

��������������

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県選挙管理委員会告示第１８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第１９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和２年５月２９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

政治結社至誠会 橋 本 良 則 南 條 � 新居浜市沢津町３丁目９－１８ 令和２年４月７日

小田哲志後援会 長 田 昇 二 岡 部 史 夫 上浮穴郡�万高原町�万５７４－１ 令和２年４月１０日

市民とともに歩む渡部ゆうじの会 渡 部 勇 次 渡 部 勇 次 東温市横河原３３９－１ 令和２年４月１７日

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

愛媛県商工連盟連合会宇
和島支部 有 間 義 恒 代 表 者 有 間 義 恒 廣 � 了 令和元年１１月１日

会 計 責 任 者 二 宮 辰 行 二 宮 洋 始 令和２年４月１日

きくち純一後援会 井 上 正 典 代 表 者 井 上 正 典 二 宮 宣 雄 令和２年４月１日

会 計 責 任 者 西 谷 勲 井 上 藤一郎

渡部えみ後援会 渡 部 恵 美 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町徳丸６６０ 伊予郡松前町徳丸３９２－２ 令和２年４月１日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

報 國 純 心 會 橋 本 良 則 令和２年４月７日

秋 本 け い こ 後 援 会 越 智 範 征 令和２年４月２１日

令和２年５月２９日 発行
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